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市
は
、
平
成
24
年
11
月
１
日
に
景
観
行
政

団
体
と
な
り
、
滋
賀
県
景
観
計
画
に
基
づ
き

良
好
な
景
観
の
形
成
を
推
進
し
て
き
ま
し
た

が
、
こ
の
た
び
、
市
独
自
に
「
米
原
市
景
観

計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

○
景
観
計
画
概
要

景
観
行
政
団
体
と
し
て
、
市
民
・
事
業

者
の
理
解
と
協
力
の
も
と
、
景
観
を
大
切

に
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、

良
好
な
景
観
の
形
成
に
関
す
る
方
針
や
景

観
ル
ー
ル
な
ど
を
策
定
し
た
も
の
で
す
。

○
景
観
形
成
基
本
方
針

・
普
及
啓
発
活
動
の
推
進
と
取
り
組
み
へ
の

支
援
充
実

・
地
域
特
性
に
応
じ
た
段
階
的
な
ル
ー
ル
づ

く
り

・
協
働
で
取
り
組
む
景
観
ま
ち
づ
く
り

○
景
観
形
成
基
準

景
観
の
悪
化
を
予
防
し
、
よ
り
良
い
景

観
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
一
定
規
模
以

上
の
建
築
・
開
発
な
ど
を
行
う
際
の
ル
ー

ル
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

○
景
観
ル
ー
ル
の

適
用
範
囲

市
内
全
域
を
景
観
計
画

区
域
と
し
、
よ
り
重
点
的

に
景
観
ま
ち
づ
く
り
に
取

り
組
む
区
域
と
し
て
、

「
景
観
重
要
区
域
」
を
指

定
し
て
い
ま
す
。

雄
大
な
伊
吹
山
を
は
じ
め
と
す
る
豊
か
な

自
然
、
街
道
沿
い
の
宿
場
町
や
の
ど
か
な
田

園
風
景
な
ど
、
貴
重
な
景
観
を
一
体
的
に
保

全
す
る
た
め
に
、
景
観
計
画
で
は
、
米
原
市

全
域
を
「
景
観
計
画
区
域
」
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
よ
り
き
め
細
か
な
ル
ー
ル
を

定
め
て
景
観
ま
ち
づ
く
り
の
展
開
を
図
っ
て

い
く
区
域
が
「
景
観
重
要
区
域
」
で
す
。

米
原
市
の
景
観
重
要
区
域
は
、
県
の
景
観

計
画
に
基
づ
く
「
琵
琶
湖
景
観
形
成
地
域
」、

「
琵
琶
湖
景
観
形
成
特
別
地
区
」、「
沿
道
景

観
形
成
地
域
」
の
ほ
か
、
新
た
に
豪
雪
、
厳

冬
期
に
お
け
る
独
特
の
生
活
風
景
と
水
の
利

用
が
見
ら
れ
る
姉
川
上
流
の
山
村
景
観
を
形

成
し
て
い
る
「
東
草
野
景
観
形
成
地
域
」
を

市
が
独
自
に
指
定
し
、
追
加
し
ま
し
た
。

こ
の
景
観
重
要
区
域
は
、
今
後
も
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
新
た
な
指
定
や
区
域
の
拡
大

を
検
討
し
、
地
域
の
み
な
さ
ん
や
土
地
所
有

者
の
方
な
ど
と
合
意
を
得
ら
れ
た
地
域
か

ら
、
随
時
、
指
定
し
て
い
く
予
定
で
す
。

「
景
観
重
要
区
域
」
に
つ
い
て

米
原
市
景
観
計
画
と
は
…

10
月
１
日
か
ら
　
　

米
原
市
景
観
計
画
を
施
行
し
ま
す



次のような行為を行う場合は、行為を行う３０日前までに届出が必要です。

（届出書等は、都市計画課に提出してください。）

■問 土木部　都市計画課（近江庁舎） 1５２―６９２６　5 ５２―８７９０
toshi@city.maibara.lg.jp
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【届け出の必要な行為】

行為の区分

建築物の新築、増築、改築

または移転

・行為に係る部分の床面積の合計が10㎡を超えるものまた

は高さが５ｍを超えるもの

・行為に係る部分の面積の合計が10㎡を超えるもの

・高さが1.5ｍを超えるものまたは長さが10ｍを超えるもの

・高さが1.5ｍを超えるものまたは行為に係る部分の築造面

積の合計が100㎡を超えるもの

・高さが５ｍを超えるもの（林業を営むための行為を除く。）

・高さが1.5ｍを超えるものまたは行為に係る部分の面積が

100㎡を超えるもの（外部から見通すことができない場所

での行為または期間が30日以内の行為を除く。）

－

・のり面の高さが1.5ｍを超
えるものまたは長さが10
ｍを超えるもの
・行為に係る部分の面積が
100㎡を超えるもの

－

・高さが13ｍ以上

のもの ・高さが５ｍを超

えるもの

・高さが13ｍ以上

のもの

・高さが10ｍ以上の
ものまたは３階建
て以上のもの

・高さが13ｍ以上
のものまたは４階
建て以上のもの

・高さが13ｍ以上
のものまたは４階
建て以上のもの

－

－

・高さが10ｍ以上の
ものまたは３階建
て以上のもの

・高さが５ｍを超え
るもの

・高さが13ｍ以上の
もの

・高さが５ｍを超え
るもの

・行為に係る部分の
面積が1,000㎡を
超えるもの

・行為に係る部分の
面積が1,000㎡を
超えるもの

－ －

・行為に係る部分の面
積が1,000㎡を超える
もの（外部から見通
すことができない場
所での行為または期
間が30日以内の行為
を除く。）

－

－ －

・高さが５ｍを超

えるもの

・行為に係る部分の
面積が1,000㎡を
超えるもの

・のり面の高さが1.5ｍを超えるものまたは
長さが10ｍを超えるもの

・行為に係る部分の面積が100㎡を超えるもの

・のり面の高さが1.5ｍを超えるものまたは
長さが10ｍを超えるもの

・行為に係る部分の面積が100㎡を超えるもの
－

・高さが５ｍを超

えるもの

建築物の外観を変更するこ
ととなる修繕、模様替え
または色彩の変更

開発行為

土地の開墾、土石の採取、
鉱物の掘採その他の土地の
形質の変更

屋外における物件の堆積

水面の埋立てまたは干拓

木竹の伐採

垣（生け垣を除
く）、柵、塀、擁
壁の類

工作物の
新設、増
築、改築
または移
転、外観
を変更す
ることと
なる修繕、
模様替え
または色
彩の変更

汚水または廃水

を処理する施設

電気供給のための電線路、
有線電気通信のための線路
（その支持物を含む)

上記以外

琵琶湖景観形成地域 琵琶湖景観形成特別地区

景観重要区域

沿道景観形成地域 東草野景観形成地域
一般区域

届出を必要としない行
為であっても、景観を大
切にしたまちづくりを推
進するため、建築物等の
新築、改築などをされる
場合は、右のとおりご配
慮をお願いします。

・高さが13ｍ以

上のもの

－

・高さが13ｍ以上の
もの

景観重要区域

けばけばしい色とせず、
できるだけ落ち着いた色にしましょう。

勾配のある屋根にしましょう。
適度な軒の出を設けましょう 敷地境界からできる

限り後退しましょう。

周囲の景観に
合うような樹
木で緑化しま
しょう。
また、敷地内
に育成する樹
木はできる限
り残しましょ
う。


